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弁護士の職務上の氏名を使用する口座の開設に関する要請書

日頃より，当連合会の活動に御蕊解をいただき，誠腱ありがとうございま魂

さて，当連合会は，貴庁に以下のとおり要請しますので， よろしくお取り計らい

ください｡

J要請の趣旨

弁護士が職務上の氏嫡を使用したロ座を開設することについては，法令上問題

がない旨の見解灘明らかにされ，その瀧旨に識った適切な対応が鞍されるように

全国の金融機関に周知いただくよう要請します。

2要請の遷由

（1）弁護士の職務上の氏塙に|関する規律

当連合会は, 2008"(平或20")に，弁謹土が職務を行うに当たり，

戸籍上の氏名〈外国籍の者については，外国人整録原票又は旅券上の氏名をい

う｡）以外の民端詮使用すること;ご関する会規峨務｣二鋤氏細ど関する規懲詮

制定しました。

この会燃逗より，当連合会への届出又は当連合会の許可を得ることで，弁護

士臆戸籍上の氏掲以外の氏墹!を職務上の氏鶚として使用することができ，聯務

上の氏名を使用する弁謹士が弁謹士の職務を行う際に漣職務上の氏名を使用し

なげれぽならないと定めていますb

（2）弁瀧士の預り金の答灘'に関する規律

当遮合金は， 2013年（平成25年）に弁護士又は弁謹士法人（以下『会

員』といいます｡）が職務に関して預かり保管する金員の取扱いの適正を図るた

めに，会規「預り金等の取扱いに関する規程」を制定し，会員が預り金の保管

のために預り金専用口座を開設すること巻義務付けました。さらに’ 2017

年（平成29年)･には，会員による預り金横領等の問題事例を防止するために

上記会規を改正し，会員の一般脚'座と預り金専用口座の別を客観的に明らかに



するため，預り金専用口座の口座瀬蕊に「預り金｣‘ 『預り口｣， 『預り金風｣，そ

の他の預り金口座である旨を示す語を用いることを義務付けました。また，会

員が濡設した預り金専用口座をその所属弁護士会に届け出ることも義務付けて

います。

（3）弁護士の職務における口座利用の不可欠性

弁護士は，その職務を行うに当たり，依頼者や相手方等から金員を預かる機

会が多く，鐙の預り金識現金として雛罷に保管すること催現実的でないた鞠，

銀行又はその他の金融機脚匝開設した口座に預け入れて保管することが通常で

す。当該口座への入金にば，弁護士が自ら預け入れる場合の,ほか，依頼者や拒

手方等から直接口座へ張り込むことも一般的に行われていますもまた，弁護士

が依頼者から依頼事件に調する着手金や報酬を受領するに当たり，依頼者から

弁護士の風窪に振り込識ことも一般的なことです少

したがって，弁護士がその職務を行う際には，銀行又徽その他の金融機関に

口座を開設することが不可欠と鞭ります。ぞして‘弁護士が口座を開設するに

当たって催，当該口座は弁護士の職務遂行のために利用するものであることか

ら， 口座の驫義は弁護士の氏名を用いることが一殻的です。

（4）問題点

ところが，職務上の氏名は屋号の－種であるところ，通常の屋号でi口座を開

設する逗忠ができるにもかかわらず，弁護士力職融磯関において，弁護士鑑を

用いた口座を開設する際に，当該弁謹士が職務上の氏名を使用していると，職

務上の愛名を用いる口座名義による口座開設を受け縦ﾂない金融機関があると

の事例が報告されています。このような対応を受けた弁護士としては，職務上

の氏名名義の口座を開設して職務を遂行することに多大な支隙が生じることに

なり』 とりわけ開設する口座露預り金専用口座である湯合には，当該弁護士紘

当連合会の上記(2)の噛り金等の取扱い胸関する規程｣に蕊舗く義務為果たす

ことができないという事態になりま筑

当連合会としましては，弁護士が職務上の氏名名義で'口座を開設することが

依頼者や相手方等関係当事者の弁護士に対する信頼を保持することになるほか，

特に当該謁設する口座が預り金専用口座である場合には，弁護士による預り金

管理の適涯が徹底され,依頼者の保謹に資する措置であると思料します。

そこで，各金融椴関に当連合会の諸会規の趣旨を御理解いただき，その趣旨

に沿った適切な対応をしていただきたく，法令上問題がない旨の見解を鯛らか

にされた上で，全国の金融機関に周知いただきますよう要請します。

、
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【添付資料】

鍵淵'’1 リーフレツi、 「職務上”氏名鋤利用者にとっでは職務上の民鍋こそが弁護

士としての名前です」

資料2職務上の氏鑑に関する規程

費料噺預秒金鶚の取扱いに関する規程



醜
職務上の氏名の訓臨稽睡っては

職務上⑲氏名霊そが券護士とし竃鰯名煎です ＝冒室
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職務上の鴎名蒲麗鵜 ‘度とは…

①弁護士は，戸籍上の氏名以外の氏名を， 「職務上の氏名｣として弁護士の職務を行うに
当たり使用することができます（職務上の氏名に関する規程第2条） 。

②職務上の氏名を使用する弁護士は，弁護士の職務を行うに当たり，法令により戸籍上の
氏名力壗務付けられている場合その他正当葱理由がある場合を除き，戸籍上の蕊名では
なく，当該職務上の氏名を使用しなけれ{謝りません（職務上の氏名に関する鏡程第3
条） 。

一一一－
肘

’
弁護士が,職務上複数の氏名を使い分けたり複数の氏名が併存したりすることは，関係者の
混乱を招き，弁護士を特定し市民の信頼を保護するという観点がら適切ではありません。

③職務上の氏名は，官報に公告され，弁護士名簿に記載される事項でもあり（畷本弁護
士連合会会則第25条，第18条第1頃第2号），臼弁連事務総長発行の身分

れます（希望害には戸籍名も併記） 。証明書氏名欄には職務上の氏名が言 霊
日

賑民にとつ竃鐵”職務上の蕊糧こそが弁護士⑳名前怠働で覗！

’
【実際の困難事例】

①職務上の氏名での口座開設をしてもらえなかった。

②事業用の口座や預り金の口座の氏名を，戸籍上の
氏名に変更するように求められた。

③職務上の氏名で銀行口座を開設しているのに，当
，該口座八送金する際，送金者が操作しているAT
M上で表示されるのは戸籍上の氏名であったため，

男性
｜ ’

混乱が生じた。

2021年4月11日現在の日弁連女性会員のうち,約4割洲哉務上の氏名利用者です。
職務上氏名の利用障壁は，多くの弁護士の活躍を阻む原因です。

｡

職務上の氏蟻侭鰯雲が蹴性に犬甑嬬薮迩職働，ま薩糞鍵鐙員鰯綿鋤割瀞礎蕊上鋤氏
名識使鯛してい感轤鱗聴鶴ら惣噸，伺識嬢鰯測繍障蕊は，錫《鋤弁溌士繍溌躍毒畷齢式
雷蔵障壁と慈謬篭い議蓄。

そ蝿ため，登篭や業務上鰯穏蕊簿鍵鍵鋤縛結惹ど，弁護士業務を進めるよ遥鋤手続を
職鵜上鋤氏名のみで行えるように葱遷種と童議めて賊議す“

J呼船旧本弁護士連合会

頂
在

睡
月
現

２
４

女性

職務上鴎名
の利用者

3090

会員数

83

割合

37.01％

460 34381 1.31％
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困難事例実際の
－－

【雄年総見］
q)威年徽見の隙に,柵疏｣二の議名で鋤鴬記鮒で誠か潅徹
②戸霜上のf馬名で成年後見鰯登記銅謝鋤聯概との氏名遊織務を行うにあ”"様々戯謁類で誰明ﾂ懇必嬰力嚇〉た勧毎趣不便である｡
③騨蹴戸浦上の鴎名ぞあるため‘蝋務上のl篭名の入り雄戸籟-鋤氏名の入り州司一である乙壁証明する腱めの証明雷を求められた。
④威年後見人として被後見人の蟻帯電締の解約する鯛こ，成年後見人の本人硴認のために戸籍の提出通求めら鈍だ”

【任意後見〕
①戸籍上の氏名でしか登記できなかった。

職雛との氏名，事務所住所のみでの記戦ﾒﾒできないと言われ,戸籍上の氏名と住民票上の住所成1噸混り，②任意後見契約の公正証書作
でしか記載篭皆なかつ瞳。

【未成年横見】
①来戒f賭の戸籍I鴎鋤されるのj炉籍上の氏名“患ため’戸耀上の鶴名で姫後見人業務を余縦欺くされた。
②未成雛者の芦鵜に,後見人である弁謹｡zの戸籍土の艇名と獅謎や筆頭者"記戦さhて礎う彪錨方ｲﾉ『ｼｰ蝿係篝に開示されでしま
った｡

鑓言作成/遺言執行】

①避言蜘予獣しF(:刻鋤産を売却する際に戸籍上の氏名での季続を求められた，
＠戸藷上の氏名と馳務上の氏名蝶橋を余俄故くされ『手撤噸雑になうた。
③撤務上の氏穏拶の公正証霊の作成慰擢否割W筐。

鵬織3産管理人／不従者財産管理人/斗糊1代理人等(裁判所調遮> 】
①清算人の登訓釧職上妙氏名で行え葱かつた。
②金融機関で身分誰鯛鶴と轍務墨を寮)なぐ篭諏M腿錨を求めら厳だ.資臓澗手剛もかか沙r多大な不利識感じる，
③相続財産管理人として不動産の名義変更をする際にr郵便局から職務上の氏名と公的身分証明墾蝿勤嘆なるた礎‘便物唾付を拒否さ
れ，本人限定郵便で送られた書類を受け取ることが出来芯かつ陸。

【行政から委託された委員】

“溺上の氏名輕の就任を受け付け榔嶋合や辞令心交付激戸籍上の氏名でしかしてもちえ葱い乙とf煽った｡

繊緋上の臓名で活動する瞳為趣,交洲》雷類の提出を余駿蛾くされだ｡
③綴脳から霊託され紀委員心報酬を戸籟上の踊鴇の口騨匡職か振り込めないと言われ脇

細惇委鼠/司法震員/調整宮等裁判所から鋳誌され趨繍：
①調停委員と〔ﾉrm報酬を弁護士名の報酬口座i雛り込んで欲しいと依蛎しり鋤戸霜上鐘氏名の口座でないとできないと言われ腱｡

|…灘撫熊撫… ’
《その他】
①聯務上の氏名電鯛テロ座を湖設し蹴踊Q)に『当該口座八溝金する隅送金煮鯛蕊作しているATM.たで表示されるのは戸籍上の氏名で
あ蛎1鋤"混藺蠅歳肱，
鰯事難用の口座や預瞼の口座の鶴名を｝戸箱上の競名IE変更夢るように求められた。
＠N職上の氏濁での口座朧錐してもらえ蛾か勢脆．
④業務用{蝋帯電話の契約篭しようとした城公的な身分証明書に認職されだいる（戸籍上の)氏名しか接え聯いと言われた。
⑤弁護士業務に必要な契約であるにもかかわらず‘戸籍上の氏名での契約を余儀撫さ*Wと(業務に必要樹驚帯電話の契約割。

一一■ーｰ●一・一ー■ｰ一・一＝ ロ■■ －－ー9－‐ワー－－ーq一ウー－－一 一ウーeー●~一一 Q

l職務上の氏名に関する規程】※抜粋

I (目的〉

i第一条この規程鍬､会員蝶十八条第二号に掲げる弁護士の職務上の鶴粕l鳶隣する事項譜定めること醤目的とする”

I (職務上の氏名の届出及び許可〉

;第二条弁謹士は､規則で定めるところに従い､本会に届け出たとき､又は本会の許可を標たときは､戸総上の氏名(外国縄の者につい
、 て絨誕外国人使民に係る綾民票又は旅券上の氏名をいう鏑以下同じ｡)以外の氏名を､蹴務上の氏名として､弁護士の識務を行うに当’
1 たり使用することができる。

! <蹴務上の氏名の使用〉

1第議藤鱗鱗難雛溌瀞繍蕊溌霧臘繍濯雛鋪謹撫瀧線溌抄ばな，
し． ，凶 一，－．－，寺．－．－，－－－ 1－． ． ．画． 唾･噛奉‘＝”．｡ ．－－0－｡｡pⅨ ．一‘－．＝ロー禽"． －，－1－．－．一‘ ．‐ 域
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第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
九
日
か
ら
施
行
す

附
則
（
平
成
二
六
年
一
二
月
五
日
会
規
第
一
○
二
号

外
国
法
事
務
弁
硬
士
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国

弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
会
規
（
外
国
特
別

会
員
関
係
を
除
く
。
）
の
整
備
に
関
す
る
規
程

第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条

第
一
条
、

日
か
ら
施
行
）

改
正
）
抄
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E霊画資料3

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
弁
護
士
又
は
弁
護
士
法
人
で
あ
る
会
員
（
以

下
「
会
員
」
と
い
う
。
）
が
職
務
に
関
し
て
預
か
り
保
管
す
る
金

員
（
以
下
「
預
り
金
」
と
い
う
。
）
及
び
預
貯
金
（
以
下
『
預
り

預
貯
金
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い
の
適
正
を
図
る
た
め
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
流
用
の
禁
止
）

第
二
条
会
員
は
、
預
り
金
及
び
預
り
預
貯
金
を
預
か
り
保
管
し
た

目
的
以
外
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
預
り
金
口
座
の
開
設
）

第
三
条
会
員
は
、
預
り
金
の
保
管
に
備
え
る
た
め
、
預
り
金
の
み

を
管
理
す
る
専
用
の
口
座
（
以
下
『
預
り
金
口
座
』
と
い
う
。
）

を
、
銀
行
そ
の
他
の
金
臘
機
関
に
開
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
高
齢
、
留
学
等
の
理
由
に
よ
り
職
務
を
行
っ
て
い
な

い
と
き
、
組
織
内
弁
護
士
（
弁
護
士
職
務
基
本
規
程
（
会
規
第

七
十
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
組
織
内
弁
護
士
を
い
う
。
）
で

預
り
金
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程

（
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
会
規
第
九
十
七
号
）

改
正
平
成
二
九
年
三
月
三
日

-1-

4 3 2

あ
っ
て
個
人
で
事
件
を
受
任
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と

き
そ
の
他
の
預
り
金
を
保
管
す
る
可
能
性
が
長
期
に
わ
た
り
な

い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

預
り
金
口
座
の
口
座
名
義
に
は
、
預
り
金
、
預
り
口
、
預
り
金

口
そ
の
他
の
預
り
金
口
座
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
文
字
を
用
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
預

り
金
口
座
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
文
字
を
用
い
た
口
座
名
義
で

口
座
を
開
設
す
る
こ
と
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

会
員
は
、
全
て
の
預
り
金
口
座
（
特
定
の
依
頼
者
又
は
事
件
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
所
属
弁

護
士
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
届
け
出
た
事
項
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
探
と
す
る
。

一
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
及
び
店
舗
の
名
称

二
預
貯
金
の
種
類

三
口
座
名
義

四
口
座
名
義
に
預
り
金
口
座
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
文
字
を

用
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

五
口
座
番
号

会
員
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
預
り
金
口
座
を
開

設
し
な
い
と
き
は
、
預
り
金
口
座
を
開
設
し
な
い
旨
及
び
そ
の
理

由
を
所
属
弁
護
士
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
預
り
金
の
保
管
方
法
）

第
四
条
会
員
は
、
預
り
金
を
保
管
す
る
と
き
は
、
自
己
の
金
員
と

区
別
し
、
預
り
金
で
あ
る
こ
と
を
明
砿
に
す
る
方
法
で
保
管
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
会
員
は
、
一
の
事
件
又
は
一
の
依
頼
者
に
つ
い
て
預
り
金
の
総

額
が
五
十
万
円
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
預
り
金

を
十
四
営
業
日
（
日
本
銀
行
の
休
日
を
除
い
た
日
を
い
う
。
）
以

上
に
わ
た
り
保
管
す
る
と
き
は
、
当
該
預
り
金
の
う
ち
五
十
万

円
以
上
の
額
を
、
預
り
金
口
座
で
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
知
義
務
）

第
五
条
会
員
は
、
依
頼
者
の
た
め
に
相
手
方
そ
の
他
利
害
関
係
人

か
ら
預
り
金
を
受
領
し
た
と
き
（
宮
公
署
の
委
嘱
に
よ
る
と
き

を
除
く
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、
依
頼
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
預
り
鉦
）

第
六
条
会
員
は
、
依
頼
者
か
ら
預
り
金
を
受
領
し
、
又
は
預
り
預

貯
金
に
係
る
通
帳
等
の
引
渡
し
を
受
け
た
と
き
（
宮
公
署
の
委

嘱
に
よ
る
と
き
を
除
く
。
〉
は
、
依
頼
者
に
対
し
、
頚
り
証
を
発

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
口
座
振
込
み
の
方
法
で

預
り
金
を
受
領
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
依
頼
者
の
鯖
求
が
あ

っ
た
と
き
に
限
る
。
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（
記
録
義
務
）

第
七
条
会
員
は
、
預
り
金
及
び
預
り
預
貯
金
を
保
管
す
る
に
当
た

り
、
入
出
金
の
年
月
日
及
び
金
額
並
び
に
入
金
の
目
的
及
び
出

金
の
使
途
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
会
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
記
録
を
、
当
骸
預
り
金
又
は
預
り

預
貯
金
に
係
る
職
務
が
終
了
し
た
後
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
収
支
報
告
）

第
八
条
会
員
は
、
依
頼
者
の
舗
求
が
あ
っ
た
と
き
、
及
び
当
骸
預

り
金
又
は
預
り
預
貯
金
に
係
る
職
務
が
終
了
し
た
と
き
（
官
公

署
の
委
嘱
に
よ
る
職
務
が
終
了
し
た
と
き
を
除
く
。
）
は
、
依
頼

者
に
対
し
、
入
出
金
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、
預
り

金
及
び
預
り
預
貯
金
の
収
支
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
（
弁
護
士
会
に
よ
る
照
会
）

第
九
条
弁
護
士
会
は
、
所
属
す
る
会
員
に
つ
い
て
、
預
り
金
若
し

く
は
預
り
預
貯
金
を
返
還
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
懲
戒
の
購

求
若
し
く
は
紛
畿
調
停
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
、
預
り
金
若
し

く
は
預
り
預
貯
金
の
返
還
に
関
す
る
苦
情
が
三
箇
月
間
に
三
回

（
同
一
の
者
か
ら
の
同
一
の
案
件
に
係
る
苦
情
は
一
回
と
み
な

す
。
）
以
上
あ
っ
た
と
き
、
又
は
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
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に
違
反
す
る
と
思
料
す
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
会

員
に
対
し
、
預
り
金
及
び
預
り
預
貯
金
の
保
管
状
況
全
般
に
つ
い

て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
照
会
し
、
潤
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
預
り
金
及
び
預
り
預
貯
金
に
係
る
入
出
金
の
年
月
日
及
び
金

額
並
び
に
入
金
の
目
的
及
び
出
金
の
使
途

二
預
り
金
口
座
の
開
設
の
有
無
及
び
預
り
金
口
座
を
開
設
し
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
預
り
金
口
座
に
係
る
次
に
掲
げ
る

事
項
、
預
り
金
口
座
を
開
設
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
理
由

イ
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
及
び
店
舗
の
名
称

ロ
預
貯
金
の
種
類

ハ
ロ
座
名
義

二
口
座
名
義
に
預
り
金
口
座
で
あ
る
こ
と
を
瞬
示
す
る
文
字

を
用
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由

ホ
ロ
座
番
号

三
韻
り
預
貯
金
の
保
管
の
有
無
及
び
預
り
預
貯
金
を
保
管
し
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
骸
預
り
預
貯
金
に
係
る
次
に
掲
げ
る

事
項
イ
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
及
び
店
舗
の
名
称

ロ
預
貯
金
の
種
類

ハ
ロ
座
名
義
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ニ
ロ
座
番
号

四
第
四
条
に
規
定
す
る
保
管
方
法
の
実
施
の
有
無

五
第
五
条
に
規
定
す
る
通
知
の
有
無

六
第
六
条
に
規
定
す
る
預
り
証
発
行
の
有
無

七
前
条
に
規
定
す
る
収
支
報
告
の
有
無

〈
照
会
に
対
す
る
回
答
義
務
）

第
十
条
会
員
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
照
会
を
受
け
た
と
き
は
、

弁
護
士
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
預
り
金
又
は
預
り
預
貯
金
に

関
す
る
帳
傭
、
通
恨
そ
の
他
の
第
七
条
に
規
定
す
る
記
録
の
写

し
（
当
該
記
録
が
砿
磁
的
記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と

き
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
に
印
刷

し
た
も
の
）
を
添
付
し
て
、
書
面
で
回
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
依
頼
者
、
相
手
方
そ
の
他
利
害
関
係
人
の
氏
名
、

経
緯
等
事
件
の
内
容
に
関
わ
る
事
項
が
記
録
に
含
ま
れ
て
い
る

場
合
は
、
当
麟
事
項
を
伏
せ
て
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
弁
護
士
会
の
措
置
等
）

第
十
一
条
弁
護
士
会
は
、
前
条
に
規
定
す
る
回
答
に
基
づ
き
調
査

し
た
結
果
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

又
は
各
号
の
措
置
を
採
る
。

一
当
該
会
員
に
助
言
す
る
こ
と
。

二
当
鮫
会
員
に
つ
い
て
懲
戒
の
事
由
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
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（
秘
密
の
保
持
）

第
十
二
条
弁
護
士
会
の
役
員
及
び
職
員
は
、
第
三
条
第
三
項
若
し

く
は
第
四
項
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
知
り
得
た
会
員
の
預

り
金
及
び
預
り
預
貯
金
に
関
す
る
秘
密
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

１
第
三
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
第
四
項
（
新
設
）
及
び
第
十
二

条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
弁
護
士
会
は
、
所
属
す
る
会
員
が
前
条
に
規
定
す
る
回
答
を
し

な
い
と
き
は
、
当
該
会
員
を
懲
戒
の
手
続
に
付
し
、
弁
議
士
会
の

な
い
と
き
は
、
当
該
会
員
を
懲
戒
の
手
続
に
付
し
、
弁
埜

は
、
懲
戒
の
手
続
に
付
し
、
弁
護
士
会
の
綱
紀
委
員
会
に
事

ゞ
案
の
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
。

２
弁
膜
士
会
は
、
前
項
第
一
号
の
措
置
を
採
っ
た
会
員
に
対
し
、

助
言
に
応
じ
た
措
置
の
実
施
状
況
を
報
告
す
る
よ
う
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
た
会
員
は
、
こ
れ
に
応

綱
紀
委
員
会
に
事
案
の
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

●

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
（
平
成
二
九
年
三
月
三
日
改
正
）
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２
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
開
設
し
て
い
る

預
り
金
口
座
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
三
年
間
は
、
当
骸
預
り
金
口
座
の
口
座
名
義
に
預
り
金

口
座
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
文
字
を
用
い
な
い
こ
と
が
で
き

る
狸
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